
宗
祖
の
折
伏
実
践
に
お
け
る
涅
槃
経
依
用
の

一
考
察

―
―
特
に

「
立
正
安
国
論
」

「
開
目
抄
」
に
つ
い
て
―
―

久
　
　
　
住
　
　
　
謙
　
　
　
是

「
立
正
安
国
論
」
は
、
文
応
元
年
七
月
に
、
前
の
執
権
北
条
時
頼

へ
上
奏
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
正
嘉
元
年
八
月
の
大
地
震
が
契
機
と

な
っ
て
、
宗
祖
ご

一
生
の
標
榜
と
な
る

「
立
正
安
国
」
の
理
想
が
展
開
さ
れ
、
国
家
諫
暁
の
ス
タ
ー
ト
が
切
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
実
に

折
伏
実
践
の
旗
印
を
掲
げ
ら
れ
た
御
書
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「開
目
抄
」
は
、

「
立
正
安
国
論
」
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
折
伏
実
践
に
よ
っ
て
必
然
的
に
招
来
す
る
迫
害
が
、
宗
祖
の
法
華
経
の

行
者
の
自
覚
を
顕
発
さ
れ
、
折
伏
逆
化
の
化
導
が
、
末
法
の
法
華
経
弘
通
の
正
意
で
あ
る
こ
と
を
宣
示
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
れ
折
伏
は
行

儀

・
教
相
を
離
れ
宗
言
の
根
底
を
示
さ
れ
た
折
伏
論
の
間
明
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
涅
槃
経
の
折
伏
文
引
用
の
基
本
的
姿
勢
、
謗
法

破
折
は

一
貫
し
て
い
る
が
、
両
御
書
に
依
用
さ
れ
る
具
体
的
依
文
に
は
明
ら
か
な
推
移
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
成
立
的
因
由
と

共
に
、
法
華
経
弘
通
の
過
程
で
行
者
意
識
の
深
ま
り
に
よ
る
変
遷
の
顕
示
と
看
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

知
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
立
正
安
国
論
」
は
、
破
邪
に
紙
数
が
尽
さ
れ
、
破
邪
の
強
調
に
よ
っ
て
顕
正
へ
導
か
れ
結
論
す
る
。
涅
槃
経
は

論
旨
に
そ
っ
て
破
邪
の
要
法
と
し
て
第
七
番
間
答
の
答
え
に
積
極
的
な
方
法
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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上
来
論
を
進
め
て
、
災
難
の
様
態
を
挙
げ
、
そ
の
原
因
に
謗
法
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
国
難
を
克
服
す
る
方
法
、
謗
法
対
治
の
段
に

至

っ
て
、　
一
連
の
涅
槃
経
が
引
か
れ
る
。

初
め
に
、　
二

切
大
衆
所
問
品
」
の

「
（前
略
）
於
二彼
正
法
一永
無
二護
惜
建
立
之
心
一毀
砦
軽
賤
言
多
二
禍
咎
一。
如
レ是
等
亦
名
レ
趣
二向

一
聞
提
道
一一。

唯
除
二如
レ此

一
聞
提
一

輩
フ一施サ

丁
密
（．一者

一
切
讃
歎
スぃ
シぃ

を
出
し
て
、
謗
法
者
の
禁
施
を
、
次
の
二
文
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

「
聖
行
品
」

「
我
念
フ一往

昔
ヲ

一於
テ

ニ
閻
浮
提
二

薦
野
大
国
ノ王
卜

一。
名
フ
乳

一仙
予
卜

一。
愛
二
念
シ敬

三
壺
ガ
乗
経
典
フ

一其
心
純
議
短
レ有
′レニコ酔
護
慶
伝

一。
善
男
子
我
於
テ

二

雨
ぃ

こ
裏

ガ

乗
フＬ

Ｒ
一萎

垂

夕

」
詳

方
等
フ離

ピ
Ｆ
時
．Ｌ

■
群

根
ヲЪ

（後
略
）
」

「
梵
行
品
」

「
如
来
昔
為
二国
王
一行
一一菩
薩
道
一時
断
二絶
商
所
婆
羅
門
命
こ

に
よ
っ
て
、
謗
法
者
の
断
命
を
、
同
じ
く

「
梵
行
品
」
を
示
し
、

「
殺
有
≡
一謂
下
中
上
。

と
、
断
命
を
論
証
し
、

折
す
る
。

続
い
て
、
謗
法
対
治
の
手
段
を
実
行
す
る
人
を
選
び
出
し
て
、

「寿
命
品
」
に

（中
略
）
若
有
三能
殺
三

聞
提
一者
則
不
レ堕
二此
三
種
殺
中
Ъ
善
男
子
彼
諸
婆
羅
門
等

一
切
皆
是

一
閲
提
也
。」

あ
ら
ゆ
る
生
類
の
殺
害
は
、
堕
獄
の
報
い
を
受
け
る
が
、
謗
法
の
一
闇
提
は
例
外
で
あ
る
と
、
強
い
調
子
で
破
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「
今
以
一一無
上
正
法
一付
二嘱
諸
王
大
臣
宰
相
及
四
部
衆
丁

毀
）
正
法
一者
大
臣
四
部
之
衆
応
二当
苦
治
一。
」

と
、
付
与
さ
れ
、
最
後
の
三
文
は
、

「
金
剛
身
品
」
を
引
証
し
、

「
以
下能
護
二持
正
法
一因
縁
上故
得
レ
成
二就

コト冠
ζ
剛
身
一。
善
男
子
護
二持
正
法
一者
不
レ受
一一五
戒
一
不
レ
修
二威
儀
一応
″
持
二
刀
剣
弓
箭

鉾
翼
Ъ

」
と
示
し
、

「
不
ンい雰

・
戒
フ一存

護
ノレ一

正
ち

ル
α

入
乱

ｏ

（中
略
）
降

持
スコ

刀
Ｌ

狂
証
一一是
凱

名
ヶ
．ビ
「持
戒
卜Ъ

」

と
も
説
い
て
、
さ
き
の
謗
法
の
対
治
は
国
主
に
待
つ
べ
き
こ
と
を
示
さ
れ
る
。
終
文
は
、

「有
徳
王
覚
徳
比
丘
」
の
本
生
講
を
挙
げ
、

武
器
を
執

っ
て
正
法
の
僧
を
謗
法
者
の
迫
害
か
ら
護
り
、

自
身
が
殉
教
し
た
故
事
を
四
五
六
字
に
わ
た
る
長
文
を
引
用
し
て
、

「有
徳

王
」
の
護
法
の
行
と
得
果
を
語
り
、
勧
奨
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
上
の
七
番
間
答
に
お
い
て
、
涅
槃
経
の
四
品
が
謗
法
者
の
禁
施
と
断
命
と
護
法
者
の
刀
杖
執
持
の
許
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

次
の
八
番
問
答
に
至
っ
て
、
禁
施
と
断
命
の
取
捨
が
行
わ
れ
、
断
命
を
否
定
し
、
禁
施
に
依
る
旨
が
決
せ
ら
れ
、
初
め
の

「
一
切
大
衆

所
問
品
」
と

「
金
剛
身
品
」
の

「
雖
レ持
二
刀
杖
一不
レ応
二断
命
こ

の
所
説
が
肯
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
れ
ら
の
涅
槃
経
依
用
は
、
破
邪
の
方
法
が
、
国
主

・
為
政
者
の
威
勢
力
を
も

っ
て
す
る
強
調
で
、

「
立
正
安
国
論
」
の
、
国
難
の
克

服
を
為
政
者
に
上
奏
し
た
動
機
と
目
的
か
ら
来
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
涅
槃
経
引
用
の
パ
タ
ー
ン
は
、

「
立
正
安
国
論
」
撲
述
に
先
行
す
る

「
守
護
国
家
論
」
・
「
災
難
興
起
由
来
」
・
「
災
難
対
治
抄
」

な
ど
の
御
書
に
認
め
ら
れ
、
こ
れ
ら

一
具
し
た
所
引
は
、
立
正
に
先
立
つ
破
邪
の
徹
底
で

「
立
正
安
国
論
」
撰
述
を
中
心
と
す
る
折
伏
の

傾
向
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、「国
王
付
嘱
」
に
み
ら
れ
る
法
華
経
に
よ
る
能
統

一
が
、
社
会
的
規
制
を
ま
っ
て
も
た
ら
そ
う
と
さ
れ
た
第

一
の
諫
暁
の
意
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図
が
窮
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
た
、
天
台
大
師
の
法
華

・
涅
槃
の
摂
折
所
判
に
お
い
て
、
止
観
第
十
に
い
う

「
刀
杖
斬
首
」
、

文
句
第
八

に
い
う

「
親
付
国
王
」

を
も

っ
て
涅
槃
折
伏

と
規
定
し
た
約
行
門
の
実
際
的
活
現

と
し
て
も

注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

スυ。し
か
し
、
宗
祖
の
摂
折
論
は
、
こ
こ
に
止
る
も
の
で
は
な
く
、
法
華
自
成
の
本
化
摂
折
を
規
定
し
、
能
弘
の
師
は

一
向
折
伏
の
判
を
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
開
目
抄
」
は
、
そ
れ
を
明
示
さ
れ
た
御
書
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
立
正
安
国
論
」
に
よ
っ
て
、
理
想
が
標
榜
さ
れ
る
と
共
に
、
謗
法
に
対
す
る
折
伏
の
必
然
と
し
て
弘
教
は
法
難
を
惹
起
さ
せ
る
。
折

伏
逆
化
の
師
子
吼
が
、
た
び
重
な
る
流
罪

・
死
罪
を
も
た
ら
し
、

「
勧
持
品
」
の

「
か
く
ぁ
る
べ
し
」
と
い
ヶ
予
言
と
、

「
不
軽
品
」
の

「
か
く
の
ご
と
し
」
と
い
う
行
相
の
折
伏
を
体
得
さ
れ
た
宗
祖
は
、
流
請
の
地
佐
渡
に
お
い
て
、
本
化
上
行
の
ご
自
覚
を
吐
露
さ
れ
る
と

共
に
法
難
の
原
因
た
る
折
伏
弘
通
こ
そ
、
末
法
の
化
導
の
正
し
き
方
軌
な
る
こ
と
を
、
門
下
に
初
め
て
聞
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
開
目
抄
」
に
お
け
る
涅
槃
経
依
用
は
、

「
立
正
安
国
論
」
の
威
勢
力
を
以
て
す
る
法
の
付
嘱
と
謗
法
対
治
の
軌
跡
は
認
め
ら
れ
ず
、

次
の
よ
う
な
傾
向
の
所
引
が
顕
著
に
な

っ
て
く
る
。

能
弘
の
師
の
師
子
吼
の
破
折
が
よ
り
強
調
さ
れ
、

「
寿
命
品
」
の

「
九

鷺
ン
た
ち

置
テ

不
ソぉ

呵
軋
し
ら
争
処
セ一当
．ダ
机
Ｌ
人
ぼ
汽
Ｌ
衛

や
、
同
趣
意
の
経
疏
で
あ
る
。

「歩
Ｌ
偉
法
フ一佐

れ
ル
硼

盤
ル
慈
鶴
糀
ムれ

各
勧
ル
］治スル瀞
ぎ
じ

戸
聞
見
し
空
≒

」

墨チ
遣シ

挙
シ

女生 セ

曇:

子ナ
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が
引
か
れ
る
。
謗
法
者
を
詮
顕
す
る
引
用
と
し
て
、

「
如
来
性
品
」
に
い
う
　
　
　
　
　
　
ヽ

「
似
二像
持
律
一少
読
到
誦
経
一
貪
コ
嗜
飲
食
一長
ヨ
養
其
身

一。

（中
略
）
雖
レ
服
二袈
裟
一猶
如
二猟
師
細
視

徐
　
行
一如
二
猫
伺
レ
鼠
常
唱
二是

一Ｌ

ゎ

箋

耐
漢
ヲ」

（中
略
）
外
二乳

費

善
ヲ一内
一覧

贅

児
孔
智
受
ヶ

】
ｒ
法
ヲ一婆

羅
門
亀
〓実
ニ
ハ九

一
が
」
一一九

ら

Ｌ

郷
一
邪
見
熾
盛
二許

議
ｒ

」

ピ

と
、
正
法
を
否
定
す
る
根
源
的
な
悪
、
謗
法
は
外
道
な
ど
の
俗
衆
の
悪
罵
迫
害
よ
り
も
、
実
は
仏
道
の
崇
敬
を
集
め
る
権
門
の
人
師
の
中

に
こ
そ
あ

っ
て
、

「
泥
恒
経
」
六
巻
の

「
四
依
品
」
を
も

っ
て
、
さ
ら
に
的
証
し
て
、

「不
レ見
二究
克
処
一者
不
レ見
二彼
一
閏
提
輩
究
党
悪
業
こ

と
、
三
類
の
敵
人
の
内
、
第
三
の
僣
聖
増
上
慢
の
人
師
の
謗
法
こ
そ

一
閣
提
と
よ
ば
れ
る
べ
き
底
知
れ
ぬ
極
悪
は
容
易
に
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
を
示
し
、　
三

分
の
仏
眼
を
得
る
も
の
此
れ
を
知
る
べ
し
。
」
と
、
仰
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

「
金
剛
身
品
」
の

「
若
殺
若
害
」

の
依
文
や
、

「
寿
命
品
」
の

「讐
如
二貪
女
こ

の
引
文
、

「
（前
略
）
欲
セレ′、護
ラ

一
Ｆ
九

娩
一
街
ゴ
気
こ
ゴ
於
恒
河
．一
為
ぃけ

愛
ヨ
念
ス
ルつ多

而
捨
′レ〕身

命
ギ̈

善
男
子
護
法
，ぎ
薩
ポ
応
二菫

妃
レｔ
ａ
九

一身
命
一。

如
レ
是
之
人
雖
レ
不
レ
求
二解
脱
一解
脱
自
五

コ婦
下シ
彼
貪
女
不
レ
求
二梵
天
一梵
天
自
ゴ
蹴

」

の
よ
う
に
、
正
法
の
難
信

・
弘
教
の
難
持
を
示
し
て
護
法
の
覚
悟
を
門
弟

へ
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、

「
開
目
抄
」
は
、
法
華
経
の
折
伏
文
と
共
に
、
折
伏
逆
化
の
対
治
に
、
謗
法
の
詮
顕
に
、
正
法
の
難
信

・
難
持
に
多
く

の
涅
槃
経
が
依
用
経
証
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
泥
恒
経
」
の

「
四
依
品
」
、

「
過
去
曾
作
・盈
〔量
諸
罪
種
々
悪
業
一。

（中
略
）
現
世
軽
受

”件
駒
護
法
功
徳
力
一故
。
」

の
文
を
引
い
て
、
宗
祖
は
感
慨
を
こ
め
て
、

「
此
の
経
文
日
蓮
が
身
に
宛
も
符
契
の
ご
と
し
、
狐
疑
氷
と
け
ぬ
。
」

と
、
述
べ
ら
れ
、
値
難
が
本
化
上
行
の
ご
自
覚
と
表
裏
し
て
、
ご
自
身
の
折
伏
、
過
去
謗
法
の
宿
罪
の
反
省
を
深
め
ら
れ
た
本
拠
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
然
し
て
、
自
行
化
他
に
わ
た
る
折
伏
が
、
全
現
さ
れ
、
折
伏
逆
化
の
忍
難
弘
教
は
、
化
他
即
自
行
の
懺
悔
行

へ
と

昇
華
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、

「
開
目
抄
」
は
、
天
台
三
大
部
及
び
釈
論
書
を
出
し
て
摂
折
の
原
論
を
説
示
し
、
末
法
の
摂
折
を
決
す
る
に
、

「
無
智
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
智
謗
法
の
者
多
時
は
折
伏
を
前
と
す
。
常
不
軽
品
の

ご
と
し
。

（中
略
）
末
法
に
摂
受
折
伏
あ
る
べ
し
。
所
謂
悪
国

ｏ
破
法
の
両
国
あ
る
べ
き
ゆ
え
な
り
。
日
本
国
当
世
は
悪
国
か
破
法
の
国

か
と
し
る
べ
し
。
」

し

こ

、

定
判
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

「
立
正
安
国
論
」
の
専

一
対
他
破
折
の
折
伏
行
が
、　
化
他
即
自
行
と

止
揚
さ
れ
、

「
立
正
安
国

の
折
伏
の
開
展
、　
ス
タ
ー
ト
が
、　
末
法
の
化
導
方
軌
の
正
意
と
閏
明
さ
れ
、　
所
破
の
対
象
の
糾
明

・
謗
法
の
詮
顕
が
徹
底
深
化
さ

予
言
さ
れ
た
人
、
予
言
を
実
行
し
た
人
の
本
化
上
行
の
ご
自
覚
に
至
ら
し
め
た
と
い
え
る
。

の
意
味
で
、

「
立
正
安
国
論
」
の
折
伏
実
践
の
ス
タ
ー
ト
は
、

「
開
目
抄
」
に
お
い
て
結
実
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

れ 論
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然
ら
ば
、
両
ご
書
に
引
用
さ
れ
た
涅
槃
経
依
用
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
観
心
本
尊
抄
に
」
、

「
十
方
三
世
諸
仏
微
塵
経

々
皆
寿
量
序
分
也
。
」
と
、
本
法
三
段
が
聞
明
さ
れ
る
寿
量
品
所
顕
の
要
法
五
字
は

末
法
に
本
化
の
宗
祖
に
よ

っ
て
弘
通
さ
れ
る
と
き
、

「
命
勧
」

「
付
嘱
」
の
責
を
担
う

流
通
分
の
重
視
を

認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。
正
し
く
折
伏
逆
化
の
実
践
は
、
本
門
三
段
の
流
通
分
の
資
格
で
あ
る
不
軽
菩
薩
の
行
相
で
あ
り
、
述
門
三
段
の
流
通
分
で
あ
る
勧
持

品
二
十
行
侶
文
の
予
言
の
体
得
で
あ
る
。

「
法
華
折
伏

破
二
権
門
理
こ

の
、
い
わ
ゆ
る
教
門
の
折
伏
、
要
法
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
破
邪
顕
正
が
、　
本
化
の
師
、

宗
祖
に
よ

っ

て
具
現
さ
れ
る
。

教
門
の
そ
れ
は
行
門
の
折
伏

へ
と

移
行
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、　
理
論
か
ら
実
際

へ
、　
理
か
ら
事

へ
の
展
開
で
あ
る
な
ら

ば
、
宗
祖
の
間
示
さ
れ
た
正
宗
分
の
活
現
は
流
通
分
の
弘
通
実
践
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

涅
槃
経
は
、
こ
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、

「
立
正
安
国
論
」
の
謗
法
対
治
を
決
せ
ら
れ
、

「
開
目
抄
」
に
お
い
て
、
ご
自
身
の
過
去
の
誹

謗
正
法
の
反
省
を
値
難
に
求
め
ら
れ
た
自
行
の
折
伏
の
本
拠
と
な

っ
た
の
で
あ
り
、
宗
祖
が
常
踏
に
記
さ
れ
る

「
法
華
経
の
流
通
分
」
た

る

一
代
三
段
判
の
資
格
に
お
い
て
、
特
に
行
門
の
折
伏
に
特
色
づ
け
ら
れ
る
具
体
的

ｏ
積
極
的

一
聞
提
救
治
と
末
法
超
克
思
想
が
、
宗
祖

の
折
伏
逆
化
の
化
導
に
援
証
依
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
　
上

（紙
数
の
都
合
に
よ
り
註
は
略
さ
せ
て
載
き
ま
す
）
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